
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

日
刊
（
行
政
機
関
の
休
日
休
刊
）

〇

〇

編 集・印 刷
独立行政法人国立印刷局

省

令

改

正

後

改

正

前

領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
は
、
別
表
第
一

に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
イ
ン
ド
人
に
対
す

る
査
証
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
に
定

め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
二
に
定
め
る
額
と

す
る
。

領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
は
、
別
表
第
一

に
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
イ
ン
ド
人
及
び
イ

ラ
ン
人
に
対
す
る
査
証
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、

別
表
第
一
に
定
め
る
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
ド
人

に
対
し
て
は
別
表
第
二
、
イ
ラ
ン
人
に
対
し
て
は
別

表
第
三
に
定
め
る
額
と
す
る
。

別
表
第
一
・
別
表
第
二

﹇
略
﹈

別
表
第
一
・
別
表
第
二

﹇
同
上
﹈

﹇
別
表
第
三
を
削
る
﹈

別
表
第
三

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
等
の
主
張
の
証
明
書

の
提
出
）

（
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
等
の
主
張
の
証
明
書

の
提
出
）

第
二
十
七
条
の
三
の
三

﹇
略
﹈

第
二
十
七
条
の
三
の
三

﹇
略
﹈

２

特
許
法
第
四
十
三
条
第
五
項
（
同
法
第
四
十
三

条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
四
十

三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

２

特
許
法
第
四
十
三
条
第
五
項
（
同
法
第
四
十
三

条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
四
十

三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
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〔
省

令
〕

〇
領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
を
定
め

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
外
務
八
）

〇
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
経
済
産
業
五
一
）

〔
規

則
〕

〇
人
事
院
規
則
九

二
（
俸
給
表
の
適
用
範

囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

（
人
事
院
九

二

六
七
）

〇
人
事
院
規
則
九

一
七
（
俸
給
の
特
別
調

整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

（
同
九

一
七

一
五
一
）

〇
人
事
院
規
則
一
一

八
（
職
員
の
定
年
）

の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

（
同
一
一

八

四
〇
）

〇
人
事
院
規
則
一
五

一
四
（
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正

す
る
人
事
院
規
則

（
同
一
五

一
四

三
四
）

〔
告

示
〕

〇
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
三
三
三
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁押

収
物
還
付
、
証
票
無
効
、
参
加
者
の
有

無
を
確
認
す
る
公
募
手
続
に
係
る
参
加
意

思
確
認
書
の
提
出
を
求
め
る
公
示
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
特
別
清
算
、
再
生
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

〇
租
税
に
関
す
る
相
互
行
政
支
援
に
関
す
る

条
約
及
び
租
税
に
関
す
る
相
互
行
政
支
援

に
関
す
る
条
約
を
改
正
す
る
議
定
書
の
レ

バ
ノ
ン
共
和
国
及
び
ク
ッ
ク
諸
島
に
よ
る

批
准
に
関
す
る
件
（
外
務
二
三
八
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

（
農
林
水
産
一
一
二
七
〜
一
一
四
二
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
と
と

も
に
、
直
轄
砂
防
工
事
を
施
行
す
る
件

（
国
土
交
通
六
七
六
）

〇
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
件

（
同
六
七
七
〜
六
七
九
）

〇
船
舶
安
全
法
に
基
づ
く
型
式
承
認
等
を
し

た
件
（
同
六
八
〇
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
東
北
地
方
整
備
局
一
七
九
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
近
畿
地
方
整
備
局
一
三
四
〜
一
三
九
）

〇
洪
水
浸
水
想
定
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場

合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続

時
間
を
定
め
る
件
（
同
一
四
〇
）

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

警
察
庁

金
融
庁

法
務
省

財
務

省

会
計
検
査
院

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

技
能
実
習
制
度
推
進
事
業
等
運
営
基
本
方
針

の
一
部
を
改
正
す
る
基
本
方
針
の
公
表
に
つ

い
て
（
厚
生
労
働
省
）

〇
経
済
産
業
省
令
第
五
十
一
号

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
七
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

〇
外
務
省
令
第
八
号

領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
七
十
四
号
）第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、

領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
二
十
七
年
外
務
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
七
日

外
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

菅

義
偉

領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
二
十
七
年
外
務
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
を
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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